
徳島県情報公開・個人情報保護審査会答申情第１２１号

第１ 審査会の結論

徳島県知事の決定は、妥当である。

第２ 諮問事案の概要

１ 公文書公開請求

平成３１年４月１２日、審査請求人は、徳島県情報公開条例（平成１３年徳島県条

例第１号。以下「条例」という。）第６条第１項の規定に基づき、徳島県知事（以下

「実施機関」という。）に対し「○○に係る太陽光発電に関する申請から完了までの

経緯経過が分かる書類全部（事業に関して、盛土調査及び、苦情等を含む）境界確定

及び公図・写真を含む」についての公文書公開請求（以下「本件請求」という。）を

行った。

２ 実施機関の決定

平成３１年４月２６日、実施機関は、本件請求に係る公文書については「当該公文

書を保有しておらず、文書が不存在である」ことを理由とする公文書公開請求拒否決

定処分（以下「本件処分」という。）を行い、審査請求人に通知した。

３ 審査請求

令和元年５月７日、審査請求人は、本件処分を不服として、行政不服審査法（平成

２６年法律第６８号）第２条の規定に基づき、実施機関に対して、審査請求を行った。

令和元年９月５日、実施機関は、審査請求人に対し審査請求書の補正を求めたとこ

ろ、同月１１日に審査請求書の補正がされた。

４ 諮問

令和２年１月２７日（同月２９日受付）、実施機関は、徳島県情報公開審査会（現

徳島県情報公開・個人情報保護審査会。以下「当審査会」という。）に対して、当該

審査請求につき諮問（以下「本件事案」という。）を行った。

第３ 審査請求人の主張要旨

１ 審査請求の趣旨

県の枉法行為を確認したため。

２ 審査請求の理由

審査請求人から提出された審査請求書及び補正書によると、審査請求の理由はお

おむね次のとおりである。

あるべき書類をインペイする行為は（太陽光発電）に関する申請書類を出せ。



○○の産パイ事件で裁判した中で（Ｈ１３年）結審したＳ４３年度のあるべき書類

（判決文）がある中で、撤去処分を毎年督促している。いまだあるべき書類（通達に

至る証拠関係）を出せ。

第４ 実施機関の説明要旨

実施機関から提出された弁明書によると、本件処分の理由はおおむね次のとおりで

ある。

（１）平成３１年４月１２日付けで審査請求人から出された「○○に係る太陽光発電に

関する申請から完了までの経緯経過が分かる書類全部（事業に関して、盛土調査及

び、苦情等を含む）境界確定及び、公図・写真を含む」の公文書公開請求に対し、

実施機関は対象公文書を「○○の区域内における太陽光発電設備の設置に係る申請

から当該工事の完了までに至る関係書類」と特定した上で、当該公文書については、

現に作成し、又は取得していないため、本件処分を行ったものである。

（２）まず、徳島県行政組織規則（昭和４２年徳島県規則第１５号）において、総合県

民局保健福祉環境部の分掌事務の中に局内の「廃棄物の適正処理その他の廃棄物対

策に関すること」が規定され、阿南市、那賀郡及び海部郡における産業廃棄物の処

理に係る申請に対する処分は、南部総合県民局保健福祉環境部（以下「保健福祉環

境部（阿南）」という。）が行うものとなっており、廃棄物の処理及び清掃に関する

法律（以下「法」という。）に基づく当該権限は保健福祉環境部（阿南）が有して

いるため、環境指導課においては、阿南市における産業廃棄物の処理に係る法の施

行は行っておらず、管轄外の施行事務の対象となる案件につき、特段、文書の作成

を行っていない。

（３）確かに、環境指導課の分掌事務としては、「法の施行に関すること」と規定され

ており、環境指導課は、法の制度所管課として保健福祉環境部（阿南）や他の実施

機関から協議を求められる場合もある。しかし、環境指導課は当該案件につき保健

福祉環境部（阿南）や他の実施機関と協議し文書の作成を行っていない。

（４）次に、港湾法又は河川法に基づき、また、施設管理権に基づく、港湾管理者又は

河川管理者による取組みとの関連において、南部総合県民局県土整備部が当該区域

を専属的に管理している。しかし、環境指導課は当該区域の管理に係る権限を有し

ておらず、このことについて関知していないため、当該区域の形質変更や県有施設

の境界確定に関する書類を保有していない。

（５）さらに、法の対象となる「廃棄物」は、法第２条第１項で「ごみ、粗大ごみ、燃

え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体その他の汚物又は不要

物であって、固形状又は液状のもの（放射性及びこれによって汚染された物を除く。）

という」とされている。そして、旧厚生省通知「廃棄物の処理及び清掃に関する法

律の施行について（昭和４６年１０月16日環整第４３号）」で、「土砂及びもっぱら

土地造成の目的となる土砂に準ずるものは、法の対象となる廃棄物でない」とされ、

本県における土砂等に係る法の施行は、当該通知に沿って運用・解釈してきたとこ



ろである。

（６）今般公開請求のあった公文書の内容が○○の区域内における「太陽光発電」とい

う事柄であるところ、当該区域内の太陽光発電設備の設置に関し、相互関連性を有

するものとして法の制度所管課が当該関係情報を保有し、その保有する公文書を公

開していないと審査請求人は思料しているものと考えられるが、上述のとおり、そ

うした事実はないことから、環境指導課はこの件に関して文書を作成し、又は取得

もしていない。

（７）以上により、実施機関は本件請求に係る公文書を保有しておらず、文書が不存在

であるため、条例第７条第２号の規定により公開請求を拒否したものである。

第５ 審査会の処理経過

本件事案に係る当審査会の処理経過は、次のとおりである。

年 月 日 内 容

令和２年１月２９日 諮問

令和６年１０月２５日 審議
第２部会（第１６回）

令和６年１１月２８日 審議
第２部会（第１７回）

第６ 審査会の判断

当審査会は、本件事案について審査した結果、次のとおり判断する。

１ 本件事案の審査対象について

阿南市、那賀郡及び海部郡における産業廃棄物の処理に係る申請に対する処分は、

保健福祉環境部（阿南）が行うものとなっており、実施機関においては、阿南市にお

ける産業廃棄物の処理に係る法の施行は行っておらず、管轄外の施行事務の対象とな

る案件につき、特段、文書の作成を行っていないと主張しているため、以下、本件対

象公文書の保有の有無について検討する。

２ 本件対象公文書の保有の有無について

徳島県行政組織規則（昭和４２年徳島県規則第１５号）別表第７総合県民局の分掌

事務において、廃棄物の適正処理その他の廃棄物対策に関する事務については、保健

福祉環境部の分掌事務とされており、環境管理課が所掌していないことが認められる。

しかしながら、法の制度所管課であることから、法の施行に関する事務について、保

健福祉環境部（阿南）の協議や検討等に関与する可能性はある。

環境指導課は弁明書にて、当該箇所に関する産業廃棄物の不法投棄事案について、



環境指導課は保健福祉環境部（阿南）から協議を受けていないため、協議文書の取得

又は協議内容についての報告書の作成は行っていないと主張している。

環境指導課は保健福祉環境部（阿南）からの協議がない場合においても、制度所管

課として直接対応すべき事情がある場合には何らかの対応をする可能性もあるが、そ

のような特段の事情は認められない。

さらに、当該区域の管理に関する事柄は港湾法や河川法に基づき、また、施設管理

権に基づく、港湾管理者又は河川管理者による取組みとの関連において、南部総合県

民局県土整備部が当該区域を専属的に管理しており、環境指導課はこれらの管理に係

る権限を有していない。

以上を踏まえると、当該公文書を保有していないとする実施機関の主張に特に不合

理な点は認められない。

３ 結論

当審査会は、本件事案を厳正かつ客観的に検討した結果、冒頭の「第１ 審査会の

結論」のとおり判断する。
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